平成２６年１２月１８日

会員各位 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　安　藤　孝　男

平成２６年度　会員企業優良従業員表彰受賞候補者の推薦について（依頼）
時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

  平素は当協議会の運営につきまして、格別なご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、当協議会では、会員の企業・団体に勤務する、優れた従業員を顕彰し、本人の努力を称え、会員企業等の一層の発展に資することを目的として、会員企業優良従業員表彰を実施しております。

　つきましては、産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会表彰要綱（別添資料）に基づき、会員企業優良従業員表彰推薦書（別紙１）により平成２７年１月３０日（金）までにご推薦くださいますようお願いいたします。なお、お手数でございますが簡易書留にてご郵送をお願い申し上げます。
１　表彰の基準　　　会員企業等に５年以上勤務し、以下のいずれかに該当する者

　　　　　　　　　　①勤務に精励し、常に技術・技能及び知識の習得に努め、

　　　　　　　　　　　他者の規範となっていること。

　　　　　　　　　　②国家資格等の職務に係る資格を優秀な成績で取得したこと。

　　　　　　　　　　③企業の発展・向上に寄与したこと。

２　推薦人数　　　　１名（一会員企業、団体から）
３　推薦締め切り　　平成２７年１月３０日（金）必着

４　被表彰者の決定　表彰要綱第4条に基づき、審査会を経て、決定いたします。
５　表彰日　　　　　平成２７年５月１５日（金）（予定）平成２７年度通常総会にて
６　推薦書郵送先　　〒241-0815　横浜市旭区中尾２－４－１

　　　　　　　　　　産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会事務局宛


問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　吉川、加藤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産業技術短期大学校人材育成支援課内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                  　　   ＴＥＬ  ０４５－２７７－１７４９
                                 　　  ＦＡＸ  ０４５－３６２－７１４３  
産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会表彰要綱
（会員企業優良従業員表彰）

（目　的）

第1条　この要綱は、産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会（以下、「推進協議会」という。）の会員企業・団体（以下、「会員企業等」という。）に勤務する、優れた従業員を顕彰し、本人の努力を称え、会員企業等の一層の発展に資することを目的とする。

（表彰の基準）

第2条　この要綱による表彰を受けることができる者は、会員企業等に5年以上勤務し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

（１）勤務に精励し、常に技術・技能及び知識の習得に努め、他者の規範となっていること。

（２）国家資格等の職務に係る資格を優秀な成績で取得したこと。

（３）企業の発展・向上に寄与したこと。

（候補者の推薦）

第3条　会員企業等は、表彰基準を満たし、表彰にふさわしい従業員を表彰候補者として、1会員1名を表彰推薦書（別紙１）により会長に推薦することができる。

（被表彰者の決定）

第4条　前条により推薦された候補者は、別に定める者をもって構成する審査会において選考し、会長が決定する。

２　被表彰者の数は、原則１０名以内とする。

（表彰の方法）

第５条　表彰は、原則として毎年１回、通常総会等において表彰状により会長が行い、併せて記念品を贈るものとする。

（補　則）

第６条　この要綱に定めるもののほか、表彰に必要な事項は推進協議会理事会に諮り会長が決定する。
　附　則

　この要綱は、平成２１年５月１５日から実施する。
  この要綱は、平成２4年１月２３日から実施する。
別紙１
産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会

会員企業優良従業員表彰推薦書

	ふりがな

被推薦者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　歳

	勤務年数
	　　

※５年以上

	推薦理由


	

	短大卒業生の場合

記載
	　　　　　　　　　　　科　　　　　期生卒業


　上記の者を産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会、会員企業優良従業員表彰に推薦いたします。

　　平成　　年　　月　　日
　　産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会会長殿

　　　　　　　　　　　　　　　会員事業所名　
　　　　　　　　　　　　　　代　 表 　者　　　　　　　　　　　　　　印







